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  １  運営の目的 ( ) 日時程（目安）3  

( ) 時　　間 主な活動内容1           不登校の子どもが自らの進路を主体的にとら  

   え、社会的自立を目指せるように支援するた ～ ○児童生徒通室  9:30
   め沼田市教育支援センター「きずな」を設 ～  9:40   一日の活動の確認

    置する。   ラジオ体操　栽培活動
～ ○学習タイム（教科補充・

( ) 沼田市教育支援センター「きずな」は、2    
  9:50 12:00

   沼田市教育研究所における事業の一環とし
　読書）

   て、教育相談、生活や学習への支援等を組
○交流タイム スポーツ等（ ）

    織的、計画的に行う。 ～ ○ランチタイム・休憩 12:00 13:00
    

～ ○学習タイム（教科補充・
２　 令和８年度職員の構成・分担   

 13:00 15:00

    職　員 業務内容
　読書）

○交流タイム（スポーツ等）
所　　　　　長１ 総 括    

   副所長兼相談員１ 教 育 相 談 ～ ○１日のまとめ、片付け 15:00 15:30
相 談 員１ ( ) 　退室相談 言葉の教室の指導   

  専 任 指 導 員１ 教育支援センターの指導         
  指 導 主 事４ 指 導 全 般 ( ) 主な行事（令和７年度）4            

      ○始業式
   ３　 入室対象等  １学期  ○親子旅行

○終業式( ) 入室対象1     
   沼田市内在住の不登校状態にある小・

中学生を原則とし、本人及び保護者が社 ○先輩の話を聞く会 夏休み  
 会的自立等を目指して入室を希望し、在

    籍する学校の校長が申し出た者。 ○始業式
２学期

 
   ( ) 受け入れ状況(令和７年度実績） ○デコクッキー作り2   
   小学生８名 中学生２名　合計１０名 ○マシュマロのお菓子作り  

        ○クリスマスオーナメント作り
　 ○終業式４　 開設状況   

  ( ) 開設日時1  
           小中学校の授業日に準ずる ○始業式

       　　９：３０～１５：３０ ３学期 ○棒巻きパンつくり

( ) 開設期間（学校の期間と同じ） ○修了式を祝う会2     

        　 １学期 ４月　７日～　７月１８日
通　年 ○栽培活動(花、イチゴ等）        ２学期 ８月２７日～１２月２４日   

          ３学期 １月　８日～　３月２６日



  

  

  ５　 入室・退室の進め方 　(3) ＪＳＡの活用
(1) 入室の流れ 　 ①ＪＳＡ（自立支援アドバイザー）との面   
　 相談受付 談を計画的に実施する。面談前に把握し    

「 」  　　 ている保護者や子どもの状況や きずなò 
　 来所相談・教育支援センター見学 としての見立てをＪＳＡに情報提供する    
　 ことで、家庭や「きずな」での支援につ    ò 

     　 体験通室 なげやすい面談となるようにする。

　 入室審査会 　　②面談の状況をもとに、所内で支援の方針     ò  

入室願・申請 ・教育研究所長 を再検討・修正等するとともに、学校へ       

　 ・副所長兼相談員 の情報提供も行い、適切な理解や支援に     ò  

        入室審査会 ・専任指導員 つなげる。

                                   　 ・学校教育課長 　(4) その他　ò
入室許可・決定 ・学校教育係長 　　①通室は、児童生徒の安全確保のため、保       

      　 護者または、家族の送迎を基本とする。ò ・担当指導主事

                             入室開始 　　②昼食は弁当を持参する。

                                            
  (2) 書類の流れ

　 ７　 特色ある活動
     　　　　　 保　護　者

　 「ことばの教室」を併設して開設      ◎入室願　　 ◎入室許可連絡ò ñ  
　(1) 目　的              

沼田市在住の就学前の幼児を対象に発
　　　　 　 学　　　校    

　　　　
音の不明瞭さや吃音等ことばに関する課

   ◎入室申請書 　　　　 　◎入室許可通知 

題を抱える幼児の指導・支援を行う。  
 ◎入室願（写）　　　　 

             ◎ ◎通室状況報告書アセスメントシート 
      

  　　　　 教育支援センター    
                          　(2) 入室対象者 

 
(3) 退室の流れ ことばの発達に課題等がある沼田市在   

 　・保護者、本人、在籍校長と協議の上、所 住の就学前の幼児。   
 長が退室を認めた児童生徒について校長 　(3) 指導方針   

及び保護者へ連絡する。  　 ①保護者と一緒に教室に通ってもらい、幼 

、 、　・退室後も必要に応じて該当児童生徒の担 　　　児の様子に合わせて 個別による指導を

 任や在籍校長と連携し、学校生活への適 　　　楽しい雰囲気の中で行う。  
応を支援する。 　　②遊びを通して、幼児のことばを育ててい 

  く。

　　③必要に応じて幼児が通っているこども園６　 児童生徒理解を深めるための連携 
、 、(1) 学校との連携 ・保育園 関係機関と連携をとりながら 

・ アセスメントシート」の作成を通して 幼児の発達に応じた、よりよい支援をし  「
  子どもの状況を学校と共通理解していく ていく。。                         

     ・入室している児童生徒が在籍する学校の 　　④指導・支援は、個別で予約制とする。

 校長あてに「通室状況報告書」を毎月末 　(4) 開設日時                             
  に送付し、定期的に連絡を取り合う。 　　①月・火・木・金曜日とする。

 　・担任 教頭 と電話等で連絡を取り合い 　　　　　　　　　(祝日・年末年始は除く。)（ ） 、

        出欠の確認をするとともに児童生徒の状 ９：１５～１０：００ 

      況を知らせる。 １０：３０～１１：１５  

      　・通室に当たっては、毎週末の放課後等に １３：１５～１４：００ 

      連絡等するたの登校を促すことを基本と １４：３０～１５：１５ 

  する。 　(5)入室の申し込み

( ) 家庭との連携 　 　こども園・保育園、保健師等の関係者2     

　・保護者への教育相談を実施し、個々の児 を通して沼田市教育研究所に電話で申し

      童生徒に応じた対応の在り方を協議する 込む。。 

・送迎の際に保護者と情報交換を行う。  


